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令和７年２月１日 

事業者の皆様へ 

 

   現場代理人及び主任技術者重複配置の特例の更新について（お知らせ） 

 

 日頃から、横須賀市の入札及び契約手続に関しまして、ご理解とご協力をいただき、厚くお礼申しあ

げます。 

 建設業法施行令の改正に伴い、令和７年２月１日から横須賀市における「現場代理人及び主任技術者

重複配置の特例」及び「営業所専任技術者の施工現場配置の特例措置」を更新します。 

 

 

変更点概要 

１ 現場代理人の重複配置を認める工事 

区

分 
対 象 者 

重複配置の内容 

更 新 前 更 新 後 

Ⅰ 市内事業者 

当初請負代金額が４，０００万円未満

の工事２件について、現場代理人を重

複配置できます。 

当初請負代金額が４，５００万円未満

の工事２件について、現場代理人を重

複配置できます。 

Ⅱ 

工事成績平均点が

７７点以上の 

市内事業者 

又は 

優良工事認定を 

受けた市内事業者 

当初請負代金額が８，０００万円未満

の工事と 

当初請負代金額が４，０００万円未満

の工事併せて２件 

について、現場代理人を重複配置でき

ます。 

当初請負代金額が８，０００万円未満

の工事と 

当初請負代金額が４，５００万円未満

の工事併せて２件 

について、現場代理人を重複配置でき

ます。 
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２ 主任技術者の重複配置を認める工事 

区

分 
対 象 者 

重複配置の内容 

更 新 前 更 新 後 

Ⅰ 

工事成績平均点が

７７点以上の 

市内事業者 

又は 

優良工事認定を 

受けた市内事業者 

当初請負代金額が８，０００万円未満

の工事と 

当初請負代金額が４，０００万円未満

の工事併せて２件 

について、主任技術者を重複配置でき

ます。 

当初請負代金額が８，０００万円未満

の工事と 

当初請負代金額が４，５００万円未満

の工事併せて２件 

について、主任技術者を重複配置でき

ます。 

 

 

（参考）主任技術者・監理技術者の専任工事現場の兼任（専任特例１号） 

 

建設工事に置くことが求められる主任技術者又は管理技術者について、請負金額が一定金額以上の場

合には、工事現場ごとに専任で配置することとされています。（建設業法第26条第３項） 

令和６年12月13日から施行された建設業法等の一部を改正する法律（令和６年法律第49条）の改正規定

により、情報通信機器を活用する等の一定要件に合致する工事に関して、兼任を可能とする制度が新設

されました。 

 

◎重複配置の条件（全てを満たす必要があります。） 

①請負代金額が１億円（建築一式工事の場合は２億円）未満であること。 

②２工事現場以下の配置であること。 

③工事現場間の距離が１日で巡回可能かつ移動時間が概ね片道２時間以内であること。 

④当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３を超えていないこと。 

⑤監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（連絡員）を配置すること。 

（土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有す

る者に限る。） 

⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置を講じていること。（遠隔から現場作業員の入退場が確

認できるシステム） 

⑦人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、帳簿の保存期間と同じ期間営業所

で保存していること。 

⑧現場状況の確認のための情報通信機器の設置し、当該機器を用いた通信を利用することが可能な

環境が確保されていること。 
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３ 営業所技術者（旧：専任技術者）の施工現場配置の特例措置 

配置技術者の

種類 

営業所技術者と兼務可能な工事 

更 新 前 更 新 後 

現場代理人 
請負代金額５００万円未満で地域要件に

該当する工事 
変更なし 

主任技術者 

請負代金額４，０００万円未満（建築一式

工事は８，０００万円未満）で 

地域要件に該当する工事 

請負代金額４，５００万円未満（建築一式

工事は８，０００万円未満）で 

地域要件に該当する工事 

 

 詳細は「現場代理人及び主任技術者の重複配置（重複配置の特例）」及び「営業所技術者の施工現場

配置の特例措置について」をご参照ください。 

 また「予定技術者届について」も併せて更新します。 

 

（横須賀市ＨＰ該当箇所） 

総合案内＞市政情報＞契約・検査＞入札・契約制度＞工事＞入札制度（工事） 

→09.「地域維持の担い手事業者」を対象としたインセンティブ発注 

→10.予定技術者届について 

→11.営業所技術者の施工現場配置の特例措置について 

→14.現場代理人及び主任技術者の重複配置（重複配置の特例） 

→19.監理技術者の専任義務の緩和について 

 

 

 

 

【 お問い合わせ先 】               

横須賀市財務部契約課 

受付時間：8時30分～12時 13時～17時15分 

電  話：046‐822‐9791  

Ｆ Ａ Ｘ：046‐828‐3839  

e - mail：co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp 

mailto:co-fi@city.yokosuka.kanagawa.jp

